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政府系金融機関による融資

融資による支援では、大きく分けて３段階の支援を実施。
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金利引き下げなし
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金利▲０．９引下げ

　　　

＞ 実質無利子融資

セーフテイネツト貸付
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新型コ□ナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫等）

（臼本政策金融公庫等）
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１

売上高▲５％以上減少

　

（注）個人事業主 （事業性のあるフリーランスを含み、 小規模に限

　　

る） については、 柔軟に対応

；

　　　

＋

１ 特別利子補給制度

＝特別貸付を利用した事業者を
１ 対象に利子補給
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…【対象要件】
１ ：個人事業主体規模）：要件なし

　

＝

自主蟹馨開議差濯ぎｉ

；ここがポイント！

新型コ□ナウイルス感染症

緊急経済対策
による

　

制

　

正 ガ イ “

ｉ付録●主な給付金・助成金・資金繰り支援

セーフテイネツト保証４号．５号

　　　

＝ 危機関連保証
一般保証とは別枠 （２．８億円） で保証。 ４号は

　

１

　

セーフティネット保証とは、さらに別枠（２．８億

全国４７都道府県を対象地域として指定（売上高▲≧円） で、 全国．全業種※を対象 （売上高▲「５％以上

２０％以上減等）。 ５号は影響を受けている業種を

　

－

　

減等）。
指定（売上高▲５％以上減等）。

　　　　　

＝ （注） 一部保証対象外の業種があります。

Ｌ‐般保証枠（醐 馨 り－－Ｌｉ稲岡巽而８憶円） 危機 園 保証枠（２，８億円）

信用保証付融資における保証料・利子減免
セーフティネット保証４号・５号・危機関連保証を利用して、
一定の要件で制度融資を活用した事業者の保証料を減免し、か
つ実質無利子化。（個人：売上高▲５％以上減、小中鋤陣業者：売上高▲１５％以上など）

（出典：経済産業省 「新型コ□ナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」）（一部加工）

（注）令和２年度第２次補正予算により、日本政策金融公庫等による実質無利子融資の継続．拡充、民間金融機関を通

　

じた実質無利子融資の継続．拡充などが講じられています。支援内容やお問合せ先等については、 経済産業省「資

　

金相談特設サイト」（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ，ｍｅｔ『，ｇｏ，ｉｐ／ｃｏｖｉｄ－１９／ｓｈｉｋｉｎ－ｓｏｄａｎ，ｈｔｍ１） をご覧ください。

匝団口 新名貴貝Ｊ」（公認会計士・税理士）

　

－企画 制作１株式会社 清文社

電，亨どう；却っておきたし、

支援策のポイントがわかる！
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納税猶予の特例
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固定資産税等の軽減

　

……………………………………………………

　

７

４

　

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
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住宅□－ン控除の適用要件の弾力化

　

…………………………………
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消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
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１● 付録

　

主な給付金・助成金・資金繰り支援

　　　　　　　

１

持続化給付金 １第２次補正予算で拡充１ …‐‐……………………‐‐………

　

１２

家賃支援給付金 睡第２次補正予算で創設１ …………………… ……………

　

１３

　　　　　　　　

ー

雇用調整助成金１第２次補正予算で拡充１ …………………………………

　

１４

小学校休業等対応助成金－第２次補正予算で拡充－ ………………………

　

ー５

　　　　　　　　

１

資金繰り支援 Ｌ第２次補正予算で拡充１ ……………………………………

　

１６

Ｇ主）本冊子の内容は、 令和２年６月「２日現在のｒ青報に基づいています。手続に当たっては、 各制度の

　

相談窓口などで最新の情報をご確認くださし、。

納税猶予の特例 （担保不要、 延滞税なし） →Ｐ４・５

　　　　　　　　　　　　　　

２ｏ％以上減
借入債務の１００％を保証（セーフティネット保証４号）一Ｐ１６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ１

　　　　　　　　

．
＼－

危機関連保証 （セーフティネット保証とは別枠で保証） 一Ｐ１６

　　　　　　　　

ｒ

　

１５％以上減 ；；

雇用調整助成金（休業手当等の一部助成）一Ｐ１４

借入債務の８０％を保証（セーフティネット保証５号）一Ｐ１６

新型コ□ナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫）一Ｐ１６

売上げ減少と支援策の関係図（ィメ‐ジ）

売上げ （前年同期比）

　　　　　　　　　　　

５０％ １００％

お役立ちＷｅｂサイト（経済対策関係）

財
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新型］□ナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
ｈｔｔｐｓ：／／Ｗｗｗ，ｍｏｆ．ｇｏ．ｊ ｔａｘ－ｐｄｂｙ／ｋｅ ａｉｔａｉｓａｋｕ，ｈｔｍ

国

　

税

　

庁

　　

新型］□ナウイルス感染症に関する対応等につし、て
ｈｔｔｐｓ：／／Ｗｗｗ，ｎｔａ，ｇｏ．ｉｐ／ｔａｘｅｓ／ｓｈｉｒａｂｅｒｕ／ｋａｎｓｅｎｓｈｏ／ｉｎｄｅｘ，ｈｔｍ

総

　

務

　

省

　　

新型コ□ナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応につし、て
ｈｔｔｐｓ：／／Ｗｗｗ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｉｐ／ｍｅｎｕ－ｋｙｏｔｓｕｕ／ｉｍｐｏｒｔａｎｔ／ｋｉｎｋｙｕ０２

‐
０００３９９，ｈｔｍｒ

経済産業省

　　

新型コ□ナウイルス感染症関連

ｈｔｔｐｓ：／／Ｗｗｗ，ｍｅｔｉ，ｇ切αｅｏｖ了ｄ‐１９ハｎｄｅｘ．ｈｔｍ－

厚生労働省

　　

事業主の方のための雇用関係助成金
ｈｔｔｐｓ：／／ｗＷｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ，ｉｐ／ｓｔｆ／ｓｅｉｓａｋｕｎｉｔｓｕｒｔｅ／ｂｕｎｙａ／ｋｏｙｏｕ－ｒｏｕｄｏｕ／ｋｏｙｏｕ／ｋｙｕｆｕｋｉｎ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ」

Ｊ－Ｎｅｔ２１

　　

新型コ□ナウイルス関連 （都道府県別） ※ 地方自治体の支援策がまとめられてし、ます。

ｈｔｔｐｓ：／／ｉ‐ｎｅｔ２１，ｓｍｒｉ，ｇｏ．ｉｐ／ｓｕｐｐｏｒｔ／ｔｓｄｌｉｅｏｏｏｏｏ０８５ｂｏ．ｈｔｍ１

固定資産税等の軽減 （全額軽減） 一Ｐ７

　　　　　　　　　　　　　

５０％以上減
持続化給付金（法人：最大２００万円）一Ｐ１２

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

固定資産税等の軽減（２分の１軽減）一Ｐ７

家賃支援給付金（法人：最大６００万円）一Ｐ１３

（連続３か月３０％以上減又は１か月５０％以上減）
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眉墨呈亘 収入や現預金の状況が分かる書類とは

　

納税猶予の特例

新型コ□ナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、 特例として

１年間、 国税の納付を猶予することができます。 担保の提供は不要で、 延滞税もかかりません。

なお、 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、 事業の状況に応じて計画的に納付

することも可能です。

ｆ・対象となる方 ●－

以下①②のいすれも満たす方 （個人法人の別、 規模は問わず） が対象となります。

①
新型コ□ナウイルスの影響により、 令和２年２月以降の任意の期間 （１か月以上） において、 事

業等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。

② 一時に納税を行うことが困難であること。

（注「）「一時に納税を行うことが困難」 かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入

　　

れるなど、 申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応が行われます。
（注２）「事業等に係る収入」 とは、法人の収入 （売上高） のほか、個人の方の経常的な収入 （事業の売上、給与収入、

　　

不動産賃料収入等） を指します。個人の方の「一時所得」などについては、 通常、 新型］○ナウイルスの影響に

　　

より減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」 には含まれません。

．：．対象となる国税 －

　

令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する所得税、 法人税、消費税等

ほぼすべての税目 （印紙で納めるもの等を除く） が対象になります。

　

これらのうち、 既に納期限が過ぎている未納の国税 （他の猶予を受けているものを含む） に

ついても、 遡つてこの特例を利用することができます。

　

「遡って特例を利用する」とは？

　

例えば、未納の国税につし、て、延滞税がかかる他の猶予を受けている方は、特例に切り替えることによ

　

り、はじめから延滞税がないものとして猶予を受けることができます。既に延滞税を納付済みの方は、そ

　

の還付を受けることができます。

１．●申請手続等＼
－

　

令和２年６月３０日、 又は、 納期限 （申告納付期限が延長された場合は延長後の期限） のいず

れか遅い日までに申請が必要です。 申請書のほか、 収入や現預金の状況が分かる資料 （次ぺ－

ジの塵雪］参照）の提出が必要ですが、提出が難しい場合は□頭による説明も可能です。

Ｇ主） 詳細については、国税庁ホームページ （ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ，ｎｔａ．ｇｏ，ｍ／ｔａｘｅｓ／ｎｏｚｅｉ／ｎｏｆｕ－ｋｏｎｎａｎ，ｈｔｍ） をご覧く

　

ださい。

●
税
制
上
の
措
置

　

一

　

　　　　　　　　　　　　

　

収入や現預金の状況が分かる書類とは、 例えば売上帳や現金出納帳、 預金通帳のコピーなどが該当

しますが、 書類の提出が難しい場合には□頭により状況を説明することも可能です。
また、 例えば前年の月別収入が不明の場合には、 以下のような方法により収入減少割合を判断する

こともできます。
①

　

年間収入を按分した額（平均収入）と比較
②

　

事業開始後「年を経過していない場合、 令和２年「月までの任意の期間と比較

－暗雲葛言１従来からの猶予制度と特例の比較

従来からの猶予制度 特

　

例

一定の期間（原則「年） において、大幅な赤字が

発生した場合に納税を猶予

一時の納税ができないと認められる場合に適用

・向こう「か月の事業資金を考慮

・収支や財産状況を示す書類の提出が必要

提出か困難必易白疎口頭説明も可（柔軟な運用）

原則として、担保の提供が必要

延滞税は軽減（年１．６％）（一定の場合は免除あり）

令和２年２月「日以後における一定の期間（「か

月以上） におし、て、収入に相当の減少※があった

場合につし「て「年間納税を猶予
※

　

前年同期比概ね２０％以上の減

一時の納税が困難と認められる場合に適用

・少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮する

など納税者の置かれた状況に配慮し適切に対応

・左記柔軟な運用を継続

担保は不要
延滞税は免除

耀薬譲議題腰鰯嚢－

　

担保の提供は不要です。

１１

　

延滞税はかかりません。
１１

　

黒字であっても、 収入減少などの要件を満たせば特例を利用できます。
１１

　

．白色申告の場合も、 収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。ｉ１

ト１．収入が２０％減少してし・なし・場合 （特例の要件を満たさない場合） でも、 他の猶予制度

｝

　

（上記医考副 参照）を利用できる場合があります（通常、 年１．６％の延滞税がかかります）。

　

地方税についても、 国税と同様の納税猶予の特例があります。

　

社会保険料についても、 国税と同様の納付猶予の特例があります。
、．．
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特例の要件を満たさなし、場合でも、
＼
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従来からの猶予制度を

　　　　　

，－
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受けられる場合があります

（注） 詳しくは、国税庁ホームページ 「新型コ□ナウイルス感染症の影響により納税が困難

　

な方へ」 をご覧ください （ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ，ｎｔａｇｏ、ｉｐ／ｔａｘｅｓ／ｎｏｚｅ了／ｎｏｆｕｒｋｏｎｎａｎ，ｈｔｍ）。

　

また、猶予制度については、 ご自身の住所 （所在地） を管轄する 「国税局猶予相談セン

　

ター」 に電話で相談することもできます。
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欠損金の繰戻し還付

　

固定資産税等の軽減

　

新型］□ナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、 厳しい経営環境に直面

している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負

担が軽減されます（令和３年度の課税分）。

　

具体的には、 以下の要件を満たす中小事業者等※（原則として業種限定せず） が対象とされ、

以下に掲げる割合が軽減されます。

※

　

中小事業者等とは、資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使

　

用する従業員の数が１，０００人以下の法人、 常時使用する従業員の数が１，０００人以下の個人

●
税
制
上
の
措
置

　　

１ 令和２年２月～１０月までの任意の連続する３か月間の売上高が、 前年の同期間と比べて

　

Ｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一＼〔フ７」

１

　　　　

３０％以上５０％未満減少してし・る者

　　　　

１

　　　

２分の１軽減

　　

１

１

　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　

△ －

　　　　　　　

５０％以上減少してし、る者 全額軽減

なお、 この軽減措置は、 令和３年１月３１日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受け

て各市町村に申告した者に適用されます （虚偽記載をした場合の罰則あり）。

■軽減措置の流れ （イメージ）

　

③ 申告
（１月末日まで）

認定経営革新等
支援機関等※ 〔鍵繋ぎ鴛慰霊〕

青色欠損金の繰戻し還付制度とは、 青色申告書を提出する法人について、 その確定申告書を

提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、 その法人の請求によりその事業年度

開始の臼前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることが

できる制度です。
従来、 中小企業 （資本金１億円以下の法人） に認められていた青色欠損金の繰戻し還付につ

いて、 特例により、 いわゆる中堅企業 （資本金「億円超１０億円以下の法人） も適用できること

とされました※。 令和２年２月１日から令和４年１月３１日までの間に終了する事業年度に生じ

た欠損金に適用されます。

※

　

大規模法人 （資本金の額が１０億円を超える法人など） の「００％子会社及び１００％グループ内の複数の大規模法人に発

行済株式の全部を保有されている法人等を除きます。

■ 前期が１，０００の所得 （黒字）、 当期が４００の欠損 （赤字） の例

△４００　
還付

　

中堅企業も

適用できるように

　

なりました

※

　

税務、 財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など（税理士、公認会計士、弁護士など）

，国璽重 災害損失欠損金の繰戻しによる還付制度（従来からの制度）

新型コ□ナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、「災害損失欠損金の繰戻しによ

る法人税額の還付」 を受けられる場合があります。
災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、 災害の

あった日から同日以後１年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった臼から同日

以後６か月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、 その災害

欠損事業年度開始の日前１年（青色申告書を提出する法人である場合には、前２年）以内に開始した
事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。

Ｒ
Ｕ

鱗霧置璽謝避寵瞳
令和２年２月～１０月までの任意の連続する３か月間の売上高につし、て、 前年の同期間と

比較します。
＾認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要があります。

この措置は令和３年度の課税分に限定されてし、ます。

Ｇ主） 上記の軽減措置のほか、「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置 （投資後３年間固定資産税免除の特

　

例）」 の拡充・延長も行われています。

７
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テレワーク等のための
中小企業の設備投資税制

　

中小企業者等が、 テレワーク等のための設備の取得等をした場合、「中小企業経営強化税制」

の適用を受けることができるようになりました。

　

－－…－‘芸，雀
－
．喜

ぼ・【に籍 削

　

・
・

青色申告書を提出する中小企業者等が、 指定期間内 （平成２９年４月１日から令和３年３月３「

日まで） に、 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規

取得等して指定事業の用に供した場合、 即時償却又は取得価額の１０％ （資本金３，０００万円超「

億円以下の法人は７％） の税額控除を選択適用することができます。
（注１） 税額控除額は、「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」、「商業．サービス業．農林水産業活性化

　　

税制」 の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の２０％までが上限となります。なお、税額控

　　

除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
（注２） 特別償却は、 限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができま

　　

す。

【
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以下の設備について、「中小企業経営強化税制」 の適用を受けることができます。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

　

既存住宅を取得した際の住宅□－ン控除の入居期限要件 （取得の日から６か月以内） につい

て、 取得後に行った増改築工事等が新型］□ナウイルス感染症の影響などで遅れ入居が遅れた

場合、 以下の両方の要件を満たしていれば、 入居期限が 「増改築等完了の日から６か月以内」

となります。

●
税
制
上
の
措
置

①

以下のいずれか遅い巳までに増改築等の契約が行われていること。
・既存住宅取得の巳から５か月後まで

・特例法の施行日 （令和２年４月３０日） から２か月後まで （施行日前の契約も可）

②
取得した既存住宅に行った増改築等について、 新型コ□ナウイルス感染症及びそのまん延防止の

ための措置の影響によって、 増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

住宅□－ン控除の控除期間１３年間の特例措置について、 新型コ□ナウイルス感染症の影響な

どにより入居が期限 （令和２年「２月３「日） に遅れた場合でも、 以下の両方の要件を満たした上

で令和３年１２月３１日までに入居すれば、 特例措置の対象となります。

①

次の期日までに契約が行われていること。
・ジ主文住宅を新築する場合：令和２年９月末

・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、 増改築等をする場合；令和２年１１月末

②
新型コ□ナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、 注文住宅、 分譲住

宅、 既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

匡璽重 控除期間１３年間の特例措置について
この特例の

入居期限が緩和
されました

・認定を受けた 「経営力向上計画」 に基づき一定の設備を新規取得等する必要があります。
・税制ではありませんが、 新型コ□ナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入

する中小企業事業主向けに働き方改革推進支援助成金の特例コースが時限的に設けられ
ています。

住宅□－ン控除は、 返済期間１０年以上の住宅□－ンを利用して住宅の

新築・取得又は増改築等をした場合、１０年間、 各年末の住宅□－ン残高

の１％を所得税額から控除する制度です。

　

ただし、 消費税率引上げに係る住宅取得対策として特例があります。
消費税率１０％が適用される住宅の取得等をして、 令和元年１０月１日か

ら令和２年１２月３１日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が１３

年間となり、 さらに減税されます。 具体的には、 適用年の１「年目から１３

年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。

①

　

借入金年末残高 （上限４，０００万円又は５，０００万円）×１％

② 建物購入価梧（上限４，伽万円又は５，側万円）×号％

９

類

　　

型 生産性向上設備 収益力強化設備

要

　　

件
生産性が１８モデル比年平均
「％以上向上する設備

投資収益率が年平均５％以
上の投資計画に係る設備

対象設備

機械装置
測定工具及び検査工具
器具備品
建物附属設備
ソフトウエア （ｒ１青報収集
機能及び分析・指示機能
を有するもの）

機械装置
工具
器具備品
建物附属設備
ソフトウエア

テレワーク等のための

，ｍニー”目ー． 孫、
７
ｗｒ′“．‐

が追加されました

新たな類型（デジタル化設備）

遠隔操作、可視化、自動制御化
のいずれかに該当する設備

機械装置
工具
器具備品
建物附属設備
ソフトウエア
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露 消費税の課税事業者選択届出書等の
ま 提出に係る特例
消費税の課税事業者を選択する （又はやめる） にあたっては、原則として、 その課税期間の

開始前に届出書を提出する必要がありますが、 新型コ□ナウイルス感染症の影響を受けている

事業者につき、 次の①～⑨に該当するときは、 税務署に申請し、 承認を受けることにより、課

税期間の開始後であっても、 課税事業者を選択する （又はやめる） ことが可能となります。

①

　

令和２年４月３０日以後に申告期限が到来する課税期間において、
②

　

新型コ□ナウイルス感染症の影響により、 令和２年２月１日から令和３年「月３「日までの期間

　

のうち、１か月以上の任意の期間の収入が、 前年同期比概ね５０％以上減少した場合で、 かつ、
③

　

当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

本特例の適用を受けて、 課税事業者を選択する場合、 課税事業者を２年間継続する必要はあ

りません。 翌課税期間において、 課税事業者の選択をやめることも可能です。

■免税事業者が課税事業者を選択する場合の具体的な適用事例

．３１

　

申告期限

　　　　　　　　　　　　

Ｒ３．

　

…

■課税事業者の選択をやめる場合の具体的な適用事例

当初、令和２年９月期について課税事業者を選択していたが、新型コ□ナウイルス感染症の影響によ
り、令和２年３月ＩＢから３１日の「か月間において、事業としての収入が著しく減少したため、令和
２年９月期方，ヒ

　　

ーニ 声」尺をやめて免税事業者となる場合 （９月末決算法人の場合）

当初、令和２年９月期について課税事業者を選択していたが、新型コ□ナウイルス感染症の影響によ

免税事業者

　　　　　　　

課税事業者

　

一 免税事業者

　　　　　　　　　

免税事業者

　　　　

－ ・－’粧 罰”ｌ
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．
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Ｅ－
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１

　　　　　　

公的金融機関や民間金融機関等が、 新型］○ナウイルス感染症によりその経営に影響を受け

　　　　

た事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書 （令和３年「月３１日までに作成されるもの）

　　　　

については、 印紙税が非課税となります。

　　　　

（・…回りヒ階

　

：封…Ｅ雪に脂蛙１錠雛ｉｌ係班切歯，ｉ：証言ＥＨ板取群ね１

　　　　　

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の税率を「％分軽減する特例措置の適用期限が

　　　　

６か月延長され、令和３年３月３１日までに取得したものが対象となります。

・ ぬー

　

も
＼長さ 聾・
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一覆

　

その 他 （寄附金控除、印紙税、自動車税等）
　　　　

　　　　　　　

－－
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－：１

　　　

ｔ濫りＥ逼僅間口ｉ艶窓羽蟻斑Ｅ憩園 舘岡ｉ弱艦副ロ窟梱圏嘘ｎ獅圏幽監置

，

　　　　　

政府の自粛要請を受けて文化芸術・スポーツイベントを中止等した結果、 主催者に大きな損

　　　　

失が生じている状況を踏まえ、 文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、
１

　　　　　

観客等が払戻請求権を放棄した場合には、 その放棄した金額が寄附金控除 （所得控除又は税額

●
税
制
上
の
措
置

控除） の対象とされます。
（注「） 不特定かつ多数の者を対象とするイベントであって、令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに日本国内

　　

で開催する予定だつたものであり、かつ、現に中止等されたものが対象です （そもそも払戻しが受けられないイ

　　

ベントは対象外）。
（注２） 本特例を用いた寄附金控除の対象金額は２０万円が上限となります。その他の要件等については、 従来の寄附金

　　

控除と同様です。

■寄附金控除の適用までの流れ

ＳＴＥＰ１
，．
′ 主 催 者〕４一．（文化庁．スポーツ庁）

主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定

ＳＴＥＰ２
．
ノＬ主 催 者〕４Ｈ．（参加者（払戻しを受けないことを選択された方））

参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡
主催者から、指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手

ＳＴＥＰ３ノ（参加者）４‐１．（税務署）
確定申告の際に上記２点の証明書と共に申告（ｅ－ｔａｘでの申告も可能）→寄附金として税優遇の対象

や
詳しくは、

文化庁・スポーツ庁の

　

ホームページを

新型］□ナウイルス感染症の影響により、令和２年３月「日から３「日の１か月間において、事業とし
ての収入が著しく減少したため、令和２年３月期につし、て、課税事業者を選択し、一般課税により申
告を行う場合（３月末決算法人の場合）

Ｇ主）免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間における課税売上高が「，０００万円以下の事業者等です。

ｌｏ １１
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持 続 化 給 付 金 －閑語霊業省１

　　　　

１

　

Ｊ，家賃支援給付金隔済藤間

　

新型］□ナウイルス感染症拡大により、 特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継

続を支え、 再起の糧となる、 事業全般に広く使える給付金が支給されます。

－．・給付額］

　

法人は
三

大２００万 円

　　　　　

売上げ減少分の計算方法

　　　　　

ｆ事業者が選択するひと月

個人事業者は最大，００万円

　

前蟹 覇 デ ー（前年同月比‘▲５０％以上月－の売上げＸ「２か月）

　

ただし・昨年１年間の売上げからの匝憂国が上限となります。
（注） 売上げとは、確定申告書類で事業収入として計上するものです。不動産収入や給与収入、雑所得等は含みません。

【例１令和元年（平成３１年）の総売上げが１，２００万円で月別の売上げが下記の法人の場合

１月 ２月 ３月

令和元年（平成３１年） 「００万円

９０万円

「００万円

８０万円

１５０万円

７０万円

約５３％減

令和２年

前年同月比 「０％減 ２０％減

１，２００万円－８４０万円（７０万円ｘ１２か月）＝３６０万円 時 最大２００万円の受給が可能

｛・ 支給対象 （主な要件） ※商工業に限らず、以下を満たす幅広し、業種が対象」

　　　　　　　　　　　
（注「） 令和元年 （平成３１年） に創業した方や売上げが 定期間に偏在している方などには特例があります。
Ｇ主２） 一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
Ｇ主３） 令和２年度第２次補正予算により、令和２年「月から３月末までに創業した事業者で、 いすれかの月の売上げ

　　

が１月から３月までの平均より５０％以上減少した事業者が給付対象に加えられました。また、フリーランスで収

　　

入を 「雑所得」 や 「給与所得」 として確定申告していた人も、 業務の委託元が発行した支払調書などで、事業を

　　

行っていることを確認できれば対象となります。

【‐艶謡１恥御６結納隣りｉＥ・擁

①

　

申請は、「持続化給付金」 事務局ホームページ （ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｉｚｏｋｕｋａ‐ｋｙｕｆｕ．ｉｐ／） から

②

　

ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」が開設（完全事前予約制）
（注） 開催場所や予約方法等は、 経済産業省ホームページ （ｈｔｔｐｓ：／／Ｗｗｗ．ｍｅｔｒ・ｇｏ，ｉｐ／ｃｏｖｉｄ‐「９／ｓｈｆｎｓｅｉ‐Ｓｕｐｐｏｒｔ，ｈｔｍｌ） より

　

ご確認ください。

【お問合せ先】 持続化給付金事業コールセンター

　

０１２０‐１１５－５７０

〔Ｉ

　

Ｐ電話専用回線〕０３－６８３１－０６１３

受付時間８：３０～１９：００

　

５月・６月 （毎日） ７月から１２月 （土曜日を除く日から金曜日）

新型］□ナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上げの急減に直面する

事業者の事業継続を下支えするため、 固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担

を軽減することを目的として、 一定のテナント事業者に対して支給されます。 令和２年度第２

次補正予算により創設されました。

－．・給付対象者；－

資本金１０億円未満の中堅企業、 中小企業、 小規模事業者、 個人事業者等であって、 令和２年

５月～「２月において以下のいずれかに該当する者が給付対象です。

Ｇ主） 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う事業者に限ります。

問
いずれか１か月の売上高が前年同月ヒヒで５０％以上減少

②

　

連続する３か月の売上高が前年同期比で３０％以上減少

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

１．●給付額 ｝

　

給付額は、 申請時の直近の支払賃料 （月額） に基づき算出される給付額 （月額） の６倍 （６

か月分） です。 法人で最大６００万円、 個人で最大３００万円が給付されます。

支払賃料（月額） 給付額（月額）

法

　　　

人

７５万円以下

７５万円超

３７，５万円以下

３７，５万円超

　　　

支払賃料ｘ÷

５０万円十［支払賃料の７５万円の超過分ｘ ★］

　　

※ただし、１００万円（月額）が上限

　　　

支払賃料 一

個人事業者 ２５万円十［支払賃料の３７，５万円の超過分ｘ ÷］

　　

※ただし、５０万円 （月額） が上限

－

　

●
付
録

　

主
な
総
澄慨叢
・助
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資
金
繰
り
支
援

支払賃料（月額）

５万円超

〈法人の場合：１か月あたり〉

給付額
（月額）

（上限）
１００万円

３７．５万円

　　　　

１１２・５万円

　

（月額）

詳細な条件や申請方法等については、 経済産業省ホームペ ジ 「新型］□ナウイルス感染症

関連」（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ，ｍｅｔｉ，ｇｏ．ｉｐ／ｃｏｖｉｄ‐「９／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ１） をご覧ください。

【お問合せ先】 家賃支援給付金コールセンター

　

０１２０‐６５３‐９３０

受付時間８：３０～１９：００（平日・土日祝日）

〈個人事業者の場合：１か月あたり〉

給付額
（月額）

支払賃料
（月額）

１２ １３
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＼
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－

　

経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 雇用の維持を図るための

休業手当費用を助成する制度です。 新型コ□ナウイルス感染症特例措置が講じられています。
－・●支給対象となる事業主「－

　

新型コ□ナウイルス感染症に伴う特例措置は、 以下の条件を満たす事業主が対象です。

①

② 最近１か月間の売上高又は生産量などが前年同月比５％以上減少している

③ 労使間の協定に基づき休業などを実施し、 休業手当を支払っている

－：．助成額 ●－

　

（注）１人「日ぁたり１５．０００円が上限

助成額＝（平均賃金額※× 休業手当等の支払率）×助成率

※

　

平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置あり

－● 特例措置の拡大

　

．－

　

（注）赤字部分が令和２年度第２次補正予算による拡充箇所

特例以外の場合の雇用調整助成金 新型コ□ナウイルス感染症特例措置

　　

（４月１日～９月３０日まで）

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コ□ナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全業種）

　　　

生産指数要件を緩和：「か月５％以上低下生産指数要件：３か月１０％以上低下

被保険者が対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

休業の助成率：２／３（中小） 「／２（大企業）

　　

休業の助成率：４／５（中小） ２／３（大企業）
※

　

解雇等を行わない場合：ｌｏ／ｌｏ（中小） ３／４（大企業）

休業・教育訓練の助成額の上限額は８，３３０円 休業・字ス，

　　　　　　　　　　　　

．」：二ＷＶ

　　　　

計画届の提出 撤廃計画届は事前提出

「年のクーリング期間が必要 クーリング期間 撤廃

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件 撤廃

　　

支給限度日数

　

１年「００日、３年１５０日

　　　　

短時間一斉休業のみ
休業規模要件：１／２０（中小） 「／１５（大企業）

　　　　　　

残業相殺

教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練

　

助成率：２／３（中小） １／２（大企業）

　　　　　

加算額：１，２００円

　　　　　

同左十上記対象期間

　

御」枠扱し、）

　　

短時間休業要件

　

緩和（一斉でなくても可）

　　

休業規模要件 「／４０（中小） 「／３０（大企業）

　　　　　　　　

残業相殺 停止

　

教育訓練の助成率：４／５（中小） ２／３（大企業）
※

　

解雇等を行わない場合１０月０（中小） ３／４（大企業）

　　

加算額：２４００円（中小） １，８００円（大企業）

出向期間要件：３か月以上１年以内 出向期間要件；１か月以上１年以内

Ｇ主）休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者に対し、その労働者の申請により支援金（月３３

　

万円を上限に賃金の８割）を支給する制度も創設されています。

【お問合せ先】 お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所（八□－ワーク）

コールセンター

　

０１２０－６０－３９９９

　

受付時間９：００～２１：００（土日、 祝日含む）

新型コ□ナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合等に、 その小学校

等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、 正規雇用・非正規

雇用を問わす、 有給の休暇 （年次有給休暇を除く） を取得させた企業に対する助成金です。

－． 対象となる事業主 二－

令和２年２月２７日から９月３０日までの間に、 以下の子どもの世話を保護者として行うことが

必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除

く） を取得させた事業主が対象です。

　

　

　

樹－
－：●助成内容）

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×ｌｏ／ｌｏ

具体的には、 対象労働者「人につき、「対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数」

で算出した合計額を支給します。
※

　

各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの （１５，０００円を上限とする （令和２年度第２次補正予算により引上げ）。
令和２年３月３１日までの休暇は８，３３０円が上限。）

－・必要書類 ）

・支給申請書（第１号①②、第２号、第３号）
・対象労働者が休暇を取得したことが分かる書類 （例：出勤簿、 タイムカード、 休暇簿など）

・対象労働者の休暇について賃金が支払われていることが分かる書類（侍り：給与明細、賃金台帳な
ど）（注）休業前の月及び休業期間中

・助成金の振込先□座が分かる書類 （例：銀行の通帳を開いた最初のページの］ピーなど）

・ノハ学校などが休業したことが分かる書類

　

梢１一：小学校などの学校便りや電子メール、 学校ＨＰの

お知らせ欄）

国璽国 小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

上記「小学校休業等対応助成金」は企業に対する助成金ですが、委託を受けて個人で仕事をする方
向けに、 新型コ□ナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金があります。小学校等が臨時休業
した場合等に、 その小学校等に通う子どもの世話を行うため、 契約した仕事ができなくなった個人で
仕事をする保護者に対する制度です。

【お問合せ先】 学校等休業助成金・支援金］－ルセンター ０１２０‐６０－３９９９

受付時間９：００～２１：００（土日、 祝日含む）

①髪麓響鋸硬筆醸せ観撃戯言盗塁ン１
②

要

　　　　　　　　　

木

　　

子
ョ 器 斑 響 こ感染した子どもなど、小学校などを休む
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